
提

出

者

鉢

呂

吉

雄

平
成
十
八
年
二
月
二
日
提
出

質

問

第

四

二

号

北
海
道
警
察
に
お
け
る
国
費
及
び
北
海
道
費
の
不
正
経
理
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書

42



北
海
道
警
察
に
お
け
る
国
費
及
び
北
海
道
費
の
不
正
経
理
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
十
五
年
十
一
月
、
北
海
道
警
察
旭
川
中
央
警
察
署
に
お
け
る
捜
査
用
報
償
費
の
支
出
に
関
す
る
疑
惑
に
端
を
発
し
た
不

正
経
理
問
題
は
、
そ
の
後
の
調
査
に
お
い
て
全
て
の
警
察
署
及
び
全
部
署
に
お
い
て
不
正
な
経
理
操
作
に
よ
っ
て
、
公
金
を
裏

金
化
す
る
行
為
が
組
織
的
・
慣
行
的
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。

そ
の
こ
と
に
関
し
て
、
鉢
呂
吉
雄
と
佐
々
木
秀
典
は
、
平
成
十
七
年
一
月
十
四
日
に
東
京
地
方
検
察
庁
（
平
成
十
七
年
一
月

二
十
七
日
付
け
で
札
幌
地
方
検
察
庁
（
以
下
、
単
に
「
同
地
検
」
と
い
う
）
へ
移
送
）
に
対
し
て
、
中
塚
幸
男
、
高
橋
道
夫
、

五
十
嵐
敏
明
、
角
森
正
人
、
片
貝
忠
男
、
和
田
徹
を
業
務
上
横
領
、
和
田
徹
、
畠
山
伸
一
を
有
印
私
文
書
偽
造
及
び
同
行
使
、

畠
山
伸
一
を
業
務
妨
害
と
し
て
告
発
し
た
。

平
成
十
七
年
十
二
月
十
二
日
、
鉢
呂
吉
雄
は
同
地
検
に
対
し
て
、
厳
正
な
捜
査
の
執
行
を
求
め
る
べ
く
、
同
地
検：

川
端
伸

也
検
事
正
に
対
し
て
要
請
を
行
っ
た
が
、
結
果
、
同
地
検
は
平
成
十
七
年
十
二
月
十
二
日
付
け
で
、
中
塚
幸
男
、
高
橋
道
夫
、

五
十
嵐
敏
明
、
角
森
正
人
、
片
貝
忠
男
、
和
田
徹
に
対
す
る
業
務
上
横
領
を
嫌
疑
不
十
分
、
和
田
徹
に
対
す
る
有
印
私
文
書
偽

造
・
同
行
使
を
嫌
疑
不
十
分
、
畠
山
伸
一
に
対
す
る
有
印
私
文
書
偽
造
・
同
行
使
を
嫌
疑
な
し
、
畠
山
伸
一
に
対
す
る
業
務
妨

害
を
嫌
疑
不
十
分
と
し
、
告
発
を
行
っ
た
七
名
の
全
て
を
不
起
訴
と
す
る
処
分
を
行
っ
た
。

一



こ
れ
に
対
し
て
、
鉢
呂
吉
雄
と
佐
々
木
秀
典
は
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日
、
不
起
訴
処
分
を
不
当
と
し
札
幌
検
察
審
査
会

に
審
査
申
立
を
行
う
と
と
も
に
、
同
日
、
同
地
検
が
示
し
た
不
起
訴
処
分
に
関
し
て
の
根
拠
と
理
由
に
承
服
し
難
い
と
の
立
場

か
ら
、
同
地
検
に
対
し
て
、
再
捜
査
の
実
施
と
起
訴
処
分
を
求
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

慣
行
的
、
組
織
的
に
行
わ
れ
た
不
正
経
理
の
事
実
は
、
北
海
道
警
察
に
と
ど
ま
ら
ず
、
全
国
的
な
問
題
で
も
あ
り
、
今
般
、

同
地
検
の
下
し
た
不
起
訴
処
分
は
、
検
察
捜
査
に
よ
る
真
相
解
明
を
求
め
る
多
く
の
国
民
の
意
に
反
す
る
も
の
と
言
わ
ざ
る
を

得
な
い
。

ま
た
、
北
海
道
警
察
倶
知
安
警
察
署
に
勤
務
し
て
い
た
元
会
計
課
職
員
に
よ
る
公
金
着
服
に
つ
い
て
で
あ
る
。
同
地
検
の
調

べ
に
よ
る
と
、
こ
の
元
会
計
課
職
員
は
平
成
十
四
年
四
月
十
八
日
か
ら
平
成
十
七
年
一
月
二
十
六
日
ま
で
の
間
、
前
後
二
十
一

回
に
わ
た
り
、
業
務
上
預
か
り
保
管
中
の
金
員
を
、
自
己
の
用
途
に
充
て
る
目
的
で
横
領
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
者
に
よ

る
横
領
の
期
間
は
、
北
海
道
警
察
予
算
執
行
調
査
委
員
会
の
内
部
調
査
の
対
象
期
間
で
も
あ
り
、
一
連
の
裏
金
問
題
で
北
海
道

警
察
が
行
っ
た
内
部
調
査
の
信
憑
性
が
大
き
く
問
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
に
関
わ
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

な
お
、
問
題
の
重
大
性
、
緊
急
性
に
鑑
み
、
国
会
法
七
十
五
条
二
項
に
規
定
す
る
通
り
、
質
問
主
意
書
受
領
の
日
か
ら
七
日

二



以
内
に
答
弁
さ
れ
た
い
。
ま
た
同
様
の
文
言
が
並
ぶ
場
合
で
も
、
項
目
ご
と
に
平
易
な
文
書
で
答
弁
さ
れ
た
い
。

一

同
地
検
に
よ
る
不
起
訴
処
分
に
つ
い
て

（
�
）

中
塚
幸
男
、
高
橋
道
夫
、
五
十
嵐
敏
明
、
角
森
正
人
、
片
貝
忠
男
（
以
下
、
単
に
「
五
名
」
と
い
う
）
に
対
す
る

不
起
訴
処
分
に
つ
い
て
、
同
地
検
か
ら
、
「
私
的
流
用
の
事
実
は
な
い
。
認
め
ら
れ
る
証
拠
は
な
い
。
」
と
の
主
旨

の
説
明
が
あ
っ
た
。

�

同
地
検
は
、
五
名
が
署
長
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
署
（
告
発
状
に
記
載
さ
れ
て
い
る
署
。
以
下
、
単
に
「
当
該

署
」
と
い
う
）
に
お
け
る
当
該
期
間
（
告
発
状
に
記
載
さ
れ
て
い
る
署
長
と
し
て
の
在
勤
期
間
）
に
発
生
し
た
全

費
目
の
領
収
書
に
つ
い
て
把
握
し
た
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

把
握
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
全
件
数
と
把
握
し
た
件
数
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。
ま
た
上
記
で
把
握

し
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。

�

同
地
検
に
よ
る
不
起
訴
処
分
の
判
断
は
、
全
て
の
会
計
書
類
に
つ
い
て
、
領
収
書
以
外
の
証
拠
書
類
へ
の
事
実

確
認
を
行
っ
た
上
で
の
判
断
な
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

�

同
地
検
が
、
全
て
の
会
計
書
類
等
へ
の
事
実
確
認
を
行
っ
て
い
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、

三



答
弁
願
い
た
い
。
そ
の
際
、
私
的
流
用
の
事
実
が
な
い
と
し
た
根
拠
に
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
答
弁
願
い
た

い
。

�

同
地
検
が
、
一
部
の
会
計
書
類
等
に
事
実
確
認
を
行
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
一
部
の
会
計
書
類
に
つ
い
て
特
定

し
た
理
由
と
、
そ
の
件
数
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。

（
�
）

五
名
に
対
す
る
不
起
訴
処
分
に
つ
い
て
、
平
成
十
七
年
十
二
月
十
二
日
、
同
地
検
の
岩
崎
担
当
検
事
か
ら
、
「
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
や
身
辺
に
危
害
が
及
ぶ
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
、
捜
査
協
力
者
に
対
し
て
は
事
実
確
認
を
行
っ

て
い
な
い
。
」
と
の
主
旨
の
説
明
が
あ
っ
た
。
ま
た
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日
に
は
、
「
全
て
事
実
確
認
し
て
い

な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
」
と
の
岩
崎
担
当
検
事
の
説
明
が
あ
っ
た
。

�

同
地
検
は
、
五
名
の
当
該
署
に
お
け
る
当
該
期
間
に
発
生
し
た
、
捜
査
協
力
者
へ
の
謝
礼
の
支
払
い
に
つ
い
て

把
握
し
た
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

把
握
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
件
数
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。

把
握
し
て
い
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。

�

同
地
検
の
説
明
か
ら
、
全
て
の
捜
査
協
力
者
に
対
し
て
事
実
確
認
を
行
っ
て
い
な
い
、
と
解
釈
し
て
よ
い
か
、

四



答
弁
願
い
た
い
。

�

同
地
検
が
、
一
部
特
定
の
捜
査
協
力
者
に
対
し
て
事
実
確
認
を
行
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
謝
礼
を
受
領
し
た
人

数
と
支
払
件
数
及
び
該
当
す
る
署
名
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。

�

同
地
検
が
、
一
部
特
定
の
捜
査
協
力
者
に
対
し
て
事
実
確
認
を
行
っ
た
理
由
と
、
全
て
の
捜
査
協
力
者
に
対
し

て
事
実
確
認
を
行
う
こ
と
を
し
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。

�

五
名
の
当
該
署
に
お
け
る
当
該
期
間
に
発
生
し
た
、
捜
査
協
力
者
が
謝
礼
を
受
領
し
た
こ
と
の
証
明
と
し
て
発

行
さ
れ
た
領
収
書
の
件
数
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。

�

事
実
、
捜
査
協
力
者
に
謝
礼
が
支
払
わ
れ
て
い
た
と
し
て
、
領
収
書
に
記
載
さ
れ
る
架
空
氏
名
及
び
住
所
等

は
、
捜
査
協
力
者
の
自
ら
の
意
思
に
よ
っ
て
の
記
載
な
の
か
、
も
し
く
は
捜
査
員
に
よ
る
指
示
な
の
か
、
答
弁
願

い
た
い
。

�

領
収
書
に
記
載
さ
れ
る
氏
名
及
び
住
所
を
、
架
空
に
す
る
か
、
正
規
の
も
の
に
す
る
か
の
判
断
は
誰
が
行
う
の

か
、
答
弁
願
い
た
い
。

�

「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
や
身
辺
に
危
害
が
及
ぶ
た
め
捜
査
を
し
て
い
な
い
。
」
と
い
う
こ
と
は
、
捜
査
上
、

五



認
め
ら
れ
る
こ
と
な
の
か
。

捜
査
上
、
秘
密
に
さ
れ
る
べ
き
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や
個
人
情
報
が
漏
洩
す
る
捜
査
は
あ
り
得
る
の
か
。

こ
の
よ
う
な
捜
査
が
認
め
ら
れ
る
基
準
は
何
か
。

こ
の
よ
う
な
捜
査
は
、
国
民
感
情
と
し
て
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
が
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
、
答

弁
願
い
た
い
。

（
�
）

五
名
に
対
す
る
不
起
訴
処
分
に
つ
い
て
、
同
地
検
に
よ
れ
ば
、
「
裏
帳
簿
は
、
か
つ
て
は
存
在
し
て
い
た
が
、
今

は
存
在
し
て
い
な
い
。
」
と
の
主
旨
の
説
明
が
あ
っ
た
。
合
わ
せ
て
、
裏
帳
簿
が
存
在
し
て
い
な
い
根
拠
と
し
て
同

地
検
か
ら
、
齋
藤
邦
雄
氏
（
元
北
海
道
警
察
弟
子
屈
警
察
署
次
長
）
に
よ
る
、
「
裏
帳
簿
は
一
定
の
期
間
を
過
ぎ
れ

ば
廃
棄
す
る
。
」
と
の
説
明
に
基
づ
き
、
結
果
と
し
て
、
「
裏
帳
簿
は
存
在
し
な
い
と
判
断
し
た
。
」
と
の
主
旨
の

説
明
が
あ
っ
た
。

�

同
地
検
の
説
明
か
ら
、
五
名
が
署
長
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
当
該
署
に
お
い
て
も
、
「
裏
帳
簿
は
存
在
し
て
い

た
」
と
解
釈
し
て
よ
い
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

�

同
地
検
は
、
五
名
に
対
し
て
、
裏
帳
簿
の
存
在
の
事
実
確
認
を
行
っ
た
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

六



行
っ
て
い
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
を
答
弁
願
い
た
い
。

行
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
事
実
確
認
は
行
わ
れ
た
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

�

五
名
が
署
長
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
当
該
署
に
お
い
て
、
裏
帳
簿
が
存
在
し
て
い
た
と
し
て
、
そ
の
裏
帳
簿
の

管
理
は
誰
が
行
っ
て
い
た
の
か
、
具
体
的
な
職
務
名
と
氏
名
で
答
弁
願
い
た
い
。

ま
た
そ
の
者
か
ら
、
裏
帳
簿
の
不
存
在
の
確
認
を
ど
の
よ
う
に
行
っ
た
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

�

同
地
検
は
、
齋
藤
邦
雄
氏
の
説
明
を
裏
付
け
る
た
め
の
事
実
確
認
は
行
っ
た
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

行
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
如
何
な
る
方
法
を
も
っ
て
行
わ
れ
た
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

行
っ
て
い
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。

�

同
地
検
は
、
齋
藤
邦
雄
氏
か
ら
の
聴
取
以
外
の
方
法
に
お
い
て
も
、
裏
帳
簿
の
存
在
の
事
実
確
認
を
行
っ
た
の

か
、
答
弁
願
い
た
い
。

ま
た
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
、
存
在
し
な
い
こ
と
の
確
認
を
し
た
の
か
、
具
体
的
に
答
弁
願
い
た
い
。

行
っ
て
い
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。

�

齋
藤
邦
雄
氏
に
よ
る
、
「
裏
帳
簿
は
、
一
定
の
期
間
を
過
ぎ
れ
ば
廃
棄
す
る
。
」
と
の
説
明
は
、
証
拠
隠
滅
を

七



図
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
行
為
と
解
釈
し
て
よ
い
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

�

裏
帳
簿
の
原
本
は
廃
棄
さ
れ
た
と
し
て
、
そ
の
写
し
（
コ
ピ
ー
）
が
裏
帳
簿
の
管
理
者
に
よ
っ
て
手
持
ち
保
管

さ
れ
て
い
る
可
能
性
に
つ
い
て
の
検
討
を
、
同
地
検
は
行
っ
た
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

そ
の
写
し
の
存
在
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
捜
査
を
し
、
そ
の
不
存
在
の
確
認
を
し
た
の
か
、
答
弁
願
い
た

い
。検

討
を
行
っ
て
い
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。

（
�
）

五
名
に
対
す
る
不
起
訴
処
分
に
つ
い
て
、
同
地
検
の
岩
崎
担
当
検
事
か
ら
、
「
餞
別
金
は
激
励
的
な
意
味
合
い
を

持
ち
、
社
会
的
に
容
認
さ
れ
る
範
囲
の
も
の
で
あ
る
。
」
と
の
主
旨
の
説
明
が
あ
っ
た
。

�

同
地
検
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
五
名
に
対
し
て
は
餞
別
金
が
支
払
わ
れ
て
い
た
と
解
釈
し
て
よ
い
か
、
答
弁
願
い

た
い
。

�

同
地
検
の
考
え
方
は
、
適
正
で
あ
る
か
、
否
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

ま
た
同
地
検
が
、
こ
の
よ
う
に
判
断
す
る
に
至
っ
た
根
拠
は
、
捜
査
上
ど
の
よ
う
に
得
た
の
か
、
答
弁
願
い
た

い
。
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�

五
名
は
餞
別
金
を
受
領
、
も
し
く
は
、
五
名
に
対
し
て
餞
別
金
の
支
払
は
行
わ
れ
た
か
。
同
地
検
は
そ
の
事
実

確
認
を
行
っ
た
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

行
っ
て
い
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。

�

同
地
検
の
説
明
主
旨
に
つ
い
て
、
法
的
な
根
拠
を
答
弁
願
い
た
い
。

ま
た
餞
別
金
が
、
ど
う
し
て
激
励
的
な
意
味
合
い
を
持
つ
の
か
、
合
わ
せ
て
、
公
金
で
の
餞
別
金
が
、
何
故
、

社
会
的
に
容
認
さ
れ
る
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

（
�
）

五
名
に
対
す
る
不
起
訴
処
分
に
つ
い
て
、
同
地
検
か
ら
、
「
公
金
を
裏
金
化
し
て
も
個
人
が
着
服
し
な
い
限
り
、

組
織
の
た
め
に
使
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
業
務
上
横
領
と
し
て
は
認
め
難
い
。
」
と
の
主
旨
の
説
明
が
あ
っ

た
。

�

北
海
道
警
察
は
裏
金
の
存
在
を
自
ら
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
だ
が
、
裏
金
は
誰
の
指
示
で
つ
く
ら
れ
た
の
か
。
そ

の
指
示
者
に
関
す
る
事
実
確
認
は
行
わ
れ
た
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

事
実
確
認
が
行
わ
れ
て
い
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。

�

同
地
検
の
「
組
織
の
た
め
で
あ
れ
ば
、
業
務
上
横
領
と
し
て
は
認
め
難
い
。
」
と
の
考
え
方
は
、
適
正
で
あ
る

九



か
、
否
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

適
正
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
法
的
な
根
拠
な
ど
理
由
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。

適
正
で
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
今
後
、
ど
の
よ
う
な
措
置
を
講
ず
る
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

�

「
農
林
省
の
出
先
機
関
で
あ
る
作
物
報
告
事
務
所
出
張
所
長
が
、
対
外
折
衝
、
あ
る
い
は
出
張
所
の
事
務
の
円

滑
を
図
る
意
図
か
ら
、
そ
の
保
管
に
係
る
人
夫
賃
を
所
長
お
よ
び
所
員
の
出
張
旅
費
あ
る
い
は
接
待
費
等
に
流
用

費
消
し
た
と
き
は
、
業
務
上
横
領
罪
を
構
成
す
る
」
（
最
高
裁
判
決

昭
和
三
十
年
十
二
月
九
日
）
と
の
判
例
に

つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

こ
の
判
例
を
引
用
す
れ
ば
、
組
織
、
個
人
の
費
消
の
区
別
な
く
、
北
海
道
警
察
が
行
っ
た
公
金
の
「
裏
金
化
」

は
、
業
務
上
横
領
罪
と
し
て
成
立
す
る
も
の
と
判
断
で
き
る
が
、
答
弁
願
い
た
い
。

（
�
）

和
田
徹
に
対
す
る
不
起
訴
処
分
に
つ
い
て
、
同
地
検
か
ら
、
偽
装
し
た
と
さ
れ
る
領
収
書
は
廃
棄
さ
れ
て
お
り
確

証
は
得
ら
れ
な
い
が
、
関
係
者
の
証
言
か
ら
捜
査
活
動
に
必
要
な
経
費
、
と
の
主
旨
の
説
明
が
あ
っ
た
。

�

同
地
検
は
、
領
収
書
の
廃
棄
に
つ
い
て
、
関
係
者
か
ら
の
証
言
以
外
の
方
法
に
お
い
て
も
事
実
確
認
を
行
っ
た

の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。
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他
の
方
法
に
よ
る
事
実
確
認
を
行
っ
て
い
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。

�

同
地
検
の
言
う
「
関
係
者
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
者
を
示
す
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

�

同
地
検
の
言
う
「
関
係
者
」
の
証
言
を
裏
付
け
る
た
め
の
事
実
確
認
は
行
っ
た
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

行
っ
て
い
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。

�

確
証
は
得
ら
れ
て
い
な
い
が
、
嫌
疑
不
十
分
に
よ
り
不
起
訴
と
し
た
同
地
検
の
処
分
は
適
正
か
、
否
か
、
答
弁

願
い
た
い
。

（
�
）

畠
山
伸
一
に
対
す
る
不
起
訴
処
分
に
つ
い
て
、
同
地
検
か
ら
、
虚
偽
の
会
計
書
類
の
作
成
は
違
法
行
為
で
は
あ
る

が
、
「
私
利
私
欲
の
犯
行
で
は
な
い
。
既
に
行
政
処
分
も
受
け
て
い
る
。
」
と
の
主
旨
の
説
明
が
あ
っ
た
。

�

同
地
検
が
、
私
利
私
欲
で
な
い
と
判
断
し
た
根
拠
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。

�

虚
偽
公
文
書
の
違
法
行
為
を
認
め
つ
つ
も
、
訴
追
を
行
わ
な
か
っ
た
同
地
検
の
判
断
は
適
正
か
、
否
か
、
答
弁

願
い
た
い
。

�

同
地
検
の
、
刑
事
処
分
を
科
す
必
要
が
な
い
と
し
た
法
的
な
根
拠
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。

二

北
海
道
警
察
各
警
察
署
に
お
け
る
公
金
着
服
及
び
、
北
海
道
警
察
予
算
執
行
調
査
委
員
会
（
以
下
、
単
に
「
調
査
委
員

一
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会
」
と
い
う
）
が
行
っ
た
調
査
に
つ
い
て

（
�
）

北
海
道
警
察
倶
知
安
署
に
お
け
る
公
金
着
服
事
件
に
つ
い
て

�

倶
知
安
警
察
署
に
勤
務
し
て
い
た
國
分
裕
信
（
以
下
、
単
に
「
同
人
」
と
い
う
）
の
、
日
常
的
に
行
っ
て
い
た

業
務
内
容
は
如
何
な
る
内
容
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

�

同
地
検
は
平
成
十
七
年
十
二
月
七
日
付
で
、
同
人
を
札
幌
地
方
裁
判
所
に
業
務
上
横
領
で
起
訴
し
た
が
、
業
務

上
横
領
に
抵
触
し
た
会
計
費
目
は
如
何
な
る
も
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

�

同
人
は
平
成
十
四
年
四
月
十
八
日
か
ら
平
成
十
七
年
一
月
二
十
六
日
ま
で
の
期
間
、
業
務
上
預
か
り
保
管
の
金

員
を
、
自
己
の
用
途
に
充
て
る
目
的
で
横
領
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
金
員
の
支
出
に
あ
た
っ
て
、
署
長
及
び
同
人

が
所
属
す
る
会
計
課
の
上
席
者
に
よ
る
決
裁
は
、
ど
の
よ
う
な
方
法
を
も
っ
て
執
行
さ
れ
て
い
た
の
か
、
答
弁
願

い
た
い
。

ま
た
、
こ
の
期
間
に
お
い
て
は
、
ど
の
機
関
に
よ
る
内
部
監
査
が
実
施
さ
れ
た
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

�

同
人
が
業
務
上
横
領
し
て
い
た
期
間
の
平
成
十
四
年
は
、
調
査
委
員
会
に
よ
る
調
査
の
期
間
と
合
致
し
て
い

る
。
内
部
調
査
に
お
い
て
公
金
の
横
領
を
判
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
原
因
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。

一
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�

倶
知
安
警
察
署
に
対
す
る
調
査
委
員
会
に
よ
る
調
査
で
、
調
査
を
執
行
し
た
人
数
、
調
査
対
象
と
な
っ
た
人

数
、
調
査
対
象
と
な
っ
た
会
計
費
目
、
調
査
に
要
し
た
期
間
、
調
査
に
お
い
て
同
署
よ
り
示
さ
れ
た
書
類
等
の
名

称
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。

（
�
）

捜
査
用
報
償
費
等
執
行
分
析
表
（
以
下
、
単
に
「
分
析
表
」
と
い
う
）
に
つ
い
て

�

帯
広
警
察
署
に
つ
い
て
、
公
費
で
執
行
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
経
費
（
以
下
、
単
に
「
執
行
で
き
な
い
経

費
」
と
い
う
）
の
、
交
際
経
費
の
中
で
、
懇
親
（
ま
た
は
総
会
、
祝
賀
会
）
会
費
と
し
て
金
員
を
支
出
し
て
い

る
。そ

の
際
に
、
主
催
者
側
か
ら
領
収
書
の
発
行
は
行
わ
れ
た
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

ま
た
、
会
費
支
払
者
は
領
収
書
の
発
行
を
主
催
者
側
に
求
め
た
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

会
費
支
払
者
が
領
収
書
の
発
行
を
求
め
な
か
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。

会
費
が
事
実
、
主
催
者
に
支
払
わ
れ
た
の
か
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
事
実
確
認
は
主
催
者
に
行
わ
れ
た
の

か
、
答
弁
願
い
た
い
。

�

倶
知
安
警
察
署
に
つ
い
て
、
執
行
で
き
な
い
経
費
の
項
の
、
激
励
経
費
の
中
で
、
激
励
ま
た
は
慰
労
と
し
て
金

一
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員
を
支
出
し
て
い
る
。

こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
一
人
あ
た
り
に
支
出
し
た
単
価
の
算
出
根
拠
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。

�

倶
知
安
警
察
署
に
つ
い
て
、
執
行
で
き
な
い
経
費
の
項
の
、
激
励
経
費
の
中
で
、
激
励
ま
た
は
慰
労
と
し
て
金

員
を
支
出
し
て
い
る
。

そ
の
支
出
は
物
品
も
し
く
は
食
糧
に
よ
る
支
給
な
の
か
、
も
し
く
は
現
金
に
よ
る
渡
し
切
り
な
の
か
、
答
弁
願

い
た
い
。

物
品
も
し
く
は
食
糧
に
よ
る
支
給
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
支
給
し
た
品
目
に
つ
い
て
、
答
弁
を
願
い
た
い
。

ま
た
、
そ
の
場
合
、
購
入
金
額
に
対
し
て
は
消
費
税
が
課
税
さ
れ
る
が
、
分
析
表
に
示
さ
れ
た
額
で
は
、
消
費

税
を
ど
の
よ
う
に
処
理
し
て
い
る
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

現
金
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
現
金
は
誰
が
受
け
取
り
、
そ
の
会
合
等
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
処
理
さ
れ

た
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

�

倶
知
安
警
察
署
に
つ
い
て
、
執
行
で
き
な
い
経
費
の
項
の
、
激
励
経
費
の
中
で
、
景
品
代
と
し
て
金
員
を
支
出

し
て
い
る
。
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
支
出
金
額
の
算
出
根
拠
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。 一
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�

倶
知
安
警
察
署
に
つ
い
て
、
執
行
で
き
な
い
経
費
の
項
の
、
激
励
経
費
の
中
で
、
景
品
代
と
し
て
金
員
を
支
出

し
て
い
る
。

そ
の
支
出
は
物
品
等
に
よ
る
支
給
な
の
か
、
も
し
く
は
現
金
に
よ
る
渡
し
切
り
な
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

物
品
等
に
よ
る
支
給
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
支
給
し
た
品
目
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。

ま
た
、
そ
の
場
合
、
購
入
金
額
に
対
し
て
は
消
費
税
が
課
税
さ
れ
る
が
、
分
析
表
に
示
さ
れ
た
額
で
は
、
消
費

税
を
ど
の
よ
う
に
処
理
し
て
い
る
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

現
金
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
現
金
は
誰
が
受
け
取
り
、
そ
の
会
合
等
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
処
理
さ
れ

た
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

�

倶
知
安
警
察
署
に
つ
い
て
、
執
行
で
き
な
い
経
費
の
項
の
、
食
糧
経
費
の
中
で
、
補
食
費
と
し
て
金
員
を
支
出

し
て
い
る
。

こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
支
出
金
額
の
算
出
根
拠
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。

�

倶
知
安
警
察
署
に
つ
い
て
、
執
行
で
き
な
い
経
費
の
項
の
、
食
糧
経
費
の
中
で
、
補
食
費
と
し
て
金
員
を
支
出

し
て
い
る
。

一
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そ
の
支
出
は
食
糧
に
よ
る
支
給
な
の
か
、
も
し
く
は
現
金
に
よ
る
渡
し
切
り
な
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

食
糧
に
よ
る
支
給
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
支
給
し
た
品
目
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。

ま
た
、
そ
の
場
合
、
購
入
金
額
に
対
し
て
は
消
費
税
が
課
税
さ
れ
る
が
、
分
析
表
に
示
さ
れ
た
額
で
は
、
消
費

税
を
ど
の
よ
う
に
処
理
し
て
い
る
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

現
金
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
現
金
は
誰
が
受
け
取
り
、
そ
の
会
合
等
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
処
理
さ
れ

た
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

�

倶
知
安
警
察
署
に
つ
い
て
、
執
行
分
析
表
の
摘
要
欄
に
、
「
次
長
か
ら
の
聴
取
の
際
に
、
説
明
、
メ
モ
等
に
基

づ
き
確
認
し
た
。
」
と
あ
る
。

こ
れ
は
、
『
公
費
で
執
行
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
経
費－

交
際
経
費
、
激
励
経
費
、
食
糧
経
費
』
の
全
て
に

お
い
て
、
領
収
書
は
存
在
し
て
い
な
い
と
解
釈
し
て
よ
い
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

�

�
に
関
連
し
て
、
領
収
書
は
存
在
し
て
い
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
存
在
し
な
い
理
由
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た

い
。

��

倶
知
安
警
察
署
に
つ
い
て
、
執
行
で
き
な
い
経
費
の
項
の
摘
要
で
は
、
「
次
長
か
ら
の
聴
取
の
際
に
、
説
明
、

一
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メ
モ
等
に
基
づ
き
確
認
し
た
。
」
こ
と
に
よ
り
、
執
行
で
き
な
い
経
費
の
算
出
根
拠
と
し
て
い
る
。

こ
の
中
に
あ
る
『
説
明
』
は
、
記
憶
の
み
に
基
づ
く
説
明
な
の
か
、
ま
た
は
説
明
に
あ
た
っ
て
は
資
料
等
を
提

示
し
て
の
説
明
な
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

ま
た
、
こ
こ
で
言
う
『
メ
モ
等
』
と
は
、
次
長
の
個
人
的
も
し
く
は
私
的
な
メ
モ
を
意
味
す
る
の
か
、
答
弁
願

い
た
い
。

次
長
の
個
人
的
も
し
く
は
私
的
な
メ
モ
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
メ
モ
の
内
容
が
公
金
の
不
正
額
の
確
定
及
び
、

返
還
額
の
確
定
の
算
出
根
拠
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
、
適
正
と
考
え
る
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

��

倶
知
安
警
察
署
に
つ
い
て
、
積
み
上
げ
根
拠
の
項
で
は
、
次
長
か
ら
捜
査
費
の
交
付
を
受
け
て
い
た
係
長
は
、

協
力
者
に
三
万
円
位
を
支
払
っ
て
い
た
と
し
て
い
る
。

仮
に
領
収
書
名
義
が
、
協
力
者
ま
た
は
捜
査
員
の
都
合
に
よ
り
架
空
名
義
（
氏
名
）
と
さ
れ
た
と
し
て
も
、
協

力
者
に
支
払
っ
た
金
額
は
明
ら
か
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
「
位
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
、
答
弁
願

い
た
い
。

ま
た
捜
査
員
が
領
収
書
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
答
弁
願
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い
た
い
。

領
収
書
が
存
在
し
て
い
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。

そ
の
よ
う
な
「
位
」
と
の
回
答
で
真
実
と
確
認
し
た
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

��

帯
広
警
察
署
に
つ
い
て
、
積
み
上
げ
根
拠
の
項
で
は
、
「
課
長
〜
副
署
長
か
ら
捜
査
費
と
し
て
六
〜
八
万
円
受

領
し
て
い
た
と
思
う
。
」
と
し
て
い
る
。

月
毎
に
捜
査
費
の
交
付
額
に
差
違
は
生
じ
る
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

差
異
が
生
じ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。

差
異
が
生
じ
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
「
月
六
〜
八
万
円
」
の
意
味
に
つ
い
て
、
そ
の
理

由
を
答
弁
願
い
た
い
。

こ
の
よ
う
な
曖
昧
な
も
の
で
、
真
実
と
確
認
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

��

帯
広
警
察
署
に
つ
い
て
、
積
み
上
げ
根
拠
の
項
で
は
、
課
長
、
次
長
、
係
長
は
そ
れ
ぞ
れ
捜
査
費
の
交
付
を
受

け
、
手
持
ち
と
し
て
金
員
を
保
管
し
て
い
る
。

同
地
検
は
、
五
名
に
対
す
る
捜
査
の
過
程
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
保
管
し
て
い
る
手
持
ち
金
員
の
使
途
に
つ
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い
て
、
事
実
確
認
を
行
っ
た
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

事
実
確
認
を
行
っ
て
い
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。

ま
た
、
そ
れ
で
確
証
あ
る
も
の
と
し
た
根
拠
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。

��

倶
知
安
警
察
署
に
つ
い
て
、
積
み
上
げ
根
拠
の
項
で
次
長
は
、
「
捜
査
費
・
報
償
費
は
十
〜
二
十
パ
ー
セ
ン
ト

を
控
除
し
て
、
各
課
（
係
長
）
に
渡
し
て
い
た
が
、
金
額
は
覚
え
て
い
な
い
。
控
除
し
た
分
を
運
営
費
に
し
て
い

た
。
」
と
し
、
極
め
て
曖
昧
な
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
執
行
で
き
な
い
経
費
の
摘
要
で
は
、
「
次
長
か
ら

の
聴
取
の
際
に
、
説
明
、
メ
モ
等
に
基
づ
き
確
認
し
た
。
」
と
、
具
体
的
な
根
拠
に
基
づ
き
、
執
行
で
き
な
い
経

費
の
算
出
を
行
っ
て
い
る
。

こ
の
曖
昧
な
根
拠
と
、
具
体
的
な
根
拠
の
間
に
生
じ
て
い
る
矛
盾
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。

��

帯
広
警
察
署
に
つ
い
て
、
平
成
十
三
年
度
及
び
平
成
十
四
年
度
分
析
表
が
示
さ
れ
な
い
理
由
に
つ
い
て
、
答
弁

願
い
た
い
。

そ
の
分
析
表
を
示
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
答
弁
願
い
た
い
。

��

帯
広
警
察
署
に
つ
い
て
、
平
成
十
二
年
度
分
析
表
に
よ
る
と
、
摘
要
で
は
、
「
副
署
長
等
か
ら
の
説
明
に
よ
り

一
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確
認
し
た
。
」
と
あ
る
。

説
明
に
あ
た
っ
て
、
副
署
長
は
資
料
を
提
示
し
た
の
か
、
ま
た
は
口
頭
の
み
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
答
弁
願
い

た
い
。

説
明
に
あ
た
っ
て
、
資
料
を
提
示
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
資
料
名
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。

説
明
に
あ
た
っ
て
、
口
頭
の
み
に
よ
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
を
立
証
す
る
に
足
り
得
る
資
料
等
の

提
示
は
行
わ
れ
た
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

��

帯
広
警
察
署
に
つ
い
て
、
積
み
上
げ
根
拠
の
項
で
は
、
「
副
署
長
は
三
万
円
位
、
課
長
は
一
〜
二
万
円
と
双
方

の
申
し
立
て
に
違
い
が
あ
る
た
め
、
低
額
の
課
長
の
申
し
立
て
を
算
定
額
と
し
た
。
」
と
あ
る
。

課
長
の
額
を
算
定
額
と
し
た
根
拠
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。

ま
た
、
そ
れ
で
確
証
あ
る
も
の
と
し
た
根
拠
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。

��

帯
広
警
察
署
に
つ
い
て
、
積
み
上
げ
根
拠
の
項
で
は
、
「
副
署
長
六
万
円
位
、
課
長
は
六
〜
八
万
円
と
双
方
の

申
し
立
て
額
が
同
額
で
あ
る
六
万
円
を
算
定
額
と
し
た
。
」
「
副
署
長
三
万
円
位
、
課
長
は
二
〜
三
万
円
位
と
双

方
の
申
し
立
て
額
が
同
額
で
あ
る
三
万
円
を
算
定
額
と
し
た
。
」
と
あ
る
。

二
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双
方
が
示
し
た
額
に
は
、
明
ら
か
に
食
い
違
い
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
同
額
と
し
た
根
拠
に
つ
い
て
、
答
弁

願
い
た
い
。

��

帯
広
警
察
署
に
つ
い
て
、
積
み
上
げ
根
拠
の
項
で
は
、
「
（
運
営
費
等
は
）
受
け
取
っ
て
い
な
い
（
い
な
か
っ

た
）
。
」
と
あ
る
が
、
そ
の
部
・
課
名
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。

��

天
塩
警
察
署
に
つ
い
て
、
積
み
上
げ
根
拠
の
項
に
「
運
営
費
」
と
あ
る
。

運
営
費
は
会
計
規
則
に
基
づ
い
た
費
目
な
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

会
計
規
則
に
基
づ
い
た
費
目
で
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
運
営
費
と
呼
称
し
て
い
る
根
拠
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い

た
い
。

ま
た
、
運
営
費
の
使
途
内
容
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。

��

天
塩
警
察
署
に
つ
い
て
、
積
み
上
げ
根
拠
の
項
に
、
「
捜
査
費
三
〜
四
万
円
、
報
償
費
三
〜
五
万
円
の
半
分
を

捜
査
員
に
交
付
し
、
残
り
は
予
備
費
と
し
て
保
留
し
、
不
足
時
に
交
付
し
て
い
た
。
」
と
あ
る
。

不
足
時
と
は
、
ど
の
よ
う
な
事
態
を
示
し
て
の
こ
と
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

不
足
時
の
交
付
を
必
要
と
し
な
い
場
合
、
予
備
費
は
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
処
理
さ
れ
る
の
か
、
答
弁
願
い
た

二
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い
。

��

天
塩
警
察
署
に
つ
い
て
、
積
み
上
げ
根
拠
の
項
に
、
「
係
長
は
受
領
し
て
い
た
か
ど
う
か
記
憶
が
な
い
。
主
任

は
個
人
に
対
し
て
で
は
な
く
係
長
と
し
て
受
領
し
て
い
た
と
説
明
。
」
と
あ
る
。

主
任
の
説
明
を
裏
付
け
る
も
の
は
何
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

係
長
は
記
憶
が
な
い
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
曖
昧
な
回
答
を
、
確
認
で
き
た
も
の
と
し
た
根
拠
に
つ
い

て
、
答
弁
願
い
た
い
。

��

天
塩
警
察
署
に
つ
い
て
、
積
み
上
げ
根
拠
の
項
に
、
「
課
長
は
受
領
し
た
記
憶
が
な
い
と
の
こ
と
か
ら
、
�
円

で
計
上
し
た
。
」
と
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
曖
昧
な
回
答
を
、
確
認
で
き
た
も
の
と
し
た
根
拠
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。

��

白
石
警
察
署
に
つ
い
て
、
平
成
十
二
年
度
分
析
表
の
摘
要
で
は
、
「
使
途
の
内
訳
は
、
元
副
署
長
の
説
明
に
よ

り
確
認
し
た
。
」
と
あ
る
。

説
明
に
あ
た
っ
て
、
元
副
署
長
は
資
料
を
提
示
し
た
の
か
、
ま
た
は
口
頭
の
み
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
答
弁
願

い
た
い
。
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説
明
に
あ
た
っ
て
、
資
料
を
提
示
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
資
料
名
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。

説
明
に
あ
た
っ
て
、
口
頭
の
み
に
よ
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
を
立
証
す
る
に
足
り
得
る
資
料
等
の

提
示
は
行
わ
れ
た
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

��

白
石
警
察
署
に
つ
い
て
、
公
費
で
執
行
で
き
な
い
経
費
の
交
際
経
費
で
、
執
行
月
不
明
と
し
て
い
る
箇
所
が
あ

る
。具

体
的
に
執
行
対
象
と
な
っ
た
件
数
・
人
数
及
び
金
額
が
明
示
さ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
執
行
月
が
不
明

と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
確
証
あ
る
も
の
と
し
た
根
拠
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。

ま
た
、
こ
こ
に
該
当
す
る
関
係
機
関
及
び
外
郭
団
体
に
対
し
て
は
、
執
行
月
の
事
実
確
認
は
行
わ
れ
た
の
か
、

答
弁
願
い
た
い
。

行
わ
れ
て
い
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。

��

白
石
警
察
署
に
つ
い
て
、
積
み
上
げ
根
拠
で
五
十
嵐
敏
明
署
長
は
、
「
機
動
的
、
効
果
的
に
運
用
す
る
た
め
に

予
め
現
金
化
し
て
い
た
と
い
う
だ
け
の
も
の
。
」
と
し
て
い
る
。

機
動
的
、
効
果
的
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
状
況
の
こ
と
を
示
す
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。
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ま
た
捜
査
の
過
程
に
お
い
て
、
正
規
な
会
計
手
続
き
に
よ
る
支
出
を
行
っ
た
場
合
、
捜
査
に
対
し
て
は
如
何
な

る
支
障
が
生
じ
る
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

��

白
石
警
察
署
に
つ
い
て
、
積
み
上
げ
根
拠
で
、
「
使
途
は
地
域
課
員
の
検
挙
実
績
に
対
す
る
報
償
な
ど
で
あ
っ

た
。
」
と
し
て
い
る
。

検
挙
実
績
に
対
す
る
報
償
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
状
況
を
示
す
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

��

苫
小
牧
警
察
署
に
つ
い
て
、
平
成
十
二
年
度
分
析
表
に
よ
る
と
、
執
行
で
き
な
い
経
費
の
項
に
つ
い
て
、
食
糧

経
費
の
中
で
、
補
食
と
し
て
金
員
を
支
出
し
て
い
る
。

分
析
表
に
示
さ
れ
て
い
る
、
一
人
あ
た
り
に
支
出
し
た
単
価
の
算
出
根
拠
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。

��

苫
小
牧
警
察
署
に
つ
い
て
、
積
み
上
げ
根
拠
で
角
森
正
人
署
長
は
、
「
捜
査
費
・
報
償
費
に
一
部
不
適
正
な
処

理
が
あ
っ
た
が
、
す
べ
て
警
察
活
動
に
使
用
し
、
署
長
個
人
の
手
当
の
受
領
は
な
か
っ
た
。
」
と
し
て
い
る
。

一
部
不
適
正
な
処
理
の
内
容
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。

ま
た
、
す
べ
て
警
察
活
動
に
使
用
し
た
と
す
る
根
拠
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。

��

苫
小
牧
警
察
署
に
つ
い
て
、
積
み
上
げ
根
拠
で
、
「
聴
取
し
た
捜
査
員
九
名
中
八
名
は
捜
査
費
の
受
領
を
否
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定
。
」
と
し
て
い
る
。

拒
否
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。

��

苫
小
牧
警
察
署
に
つ
い
て
、
積
み
上
げ
根
拠
で
、
「
課
長
は
捜
査
費
の
受
領
を
否
定
し
て
い
る
。
」
と
し
て
い

る
。調

査
委
員
会
が
課
長
の
否
定
を
「
了
」
と
し
た
根
拠
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。

��

旭
川
中
央
警
察
署
に
つ
い
て
、
平
成
十
二
年
度
分
析
表
の
摘
要
で
は
、
「
副
署
長
か
ら
の
聴
取
の
際
、
備
忘

録
、
記
憶
等
に
基
づ
く
も
の
。
」
と
し
て
い
る
。

記
憶
を
裏
付
け
る
も
の
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。

こ
の
よ
う
な
曖
昧
な
回
答
を
、
確
認
で
き
た
も
の
と
し
た
根
拠
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。

��

旭
川
中
央
警
察
署
に
つ
い
て
、
積
み
上
げ
根
拠
で
片
貝
忠
男
署
長
は
、
「
正
規
な
手
続
き
を
経
な
い
こ
と
は
認

識
し
て
い
た
。
」
と
し
て
い
る
が
、
正
規
な
手
続
き
を
経
な
い
理
由
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。

��

同
地
検
の
岩
崎
担
当
検
事
か
ら
、
分
析
表
の
確
証
が
得
ら
れ
な
い
額
に
つ
い
て
、
「
確
認
で
き
な
か
っ
た
金
額

は
数
万
円
程
度
。
」
と
の
主
旨
の
説
明
が
あ
っ
た
。

二
五



五
署
に
つ
い
て
、
分
析
表
の
確
証
が
得
ら
れ
な
い
額
の
う
ち
、
確
認
さ
れ
た
項
目
と
金
額
の
全
て
を
答
弁
願
い

た
い
。

確
認
で
き
な
い
金
額
は
、
数
万
円
程
度
と
の
説
明
だ
が
、
五
署
毎
に
確
認
で
き
な
い
金
額
を
答
弁
願
い
た
い
。

確
認
で
き
な
い
金
額
の
使
途
が
不
明
な
中
、
私
的
流
用
が
な
く
不
起
訴
と
し
た
根
拠
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た

い
。

（
�
）

調
査
委
員
会
最
終
報
告
及
び
、
北
海
道
監
査
委
員
に
よ
る
特
別
監
査
・
確
認
的
監
査
報
告
、
会
計
検
査
院
決
算
報

告
に
伴
う
国
費
及
び
北
海
道
費
の
返
還
に
つ
い
て

�

北
海
道
警
察
は
、
国
費
（
六
億
五
千
六
百
八
十
一
万
四
千
七
百
二
十
四
円

法
定
利
息
含
む
）
、
北
海
道
費

（
三
億
五
百
七
十
七
万
八
千
二
百
四
十
九
円

法
定
利
息
含
む
）
、
総
額
九
億
六
千
二
百
五
十
九
万
二
千
九
百
七

十
三
円
を
返
還
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
北
海
道
警
察
返
還
金
処
理
委
員
会
（
以
下
、
単
に
「
処
理
委
員
会
」
と

い
う
）
に
は
、
平
成
十
七
年
十
一
月
三
十
日
現
在
で
十
二
億
六
千
三
百
一
万
四
千
五
百
八
十
三
円
の
収
入
が
あ

り
、
三
億
五
万
九
千
十
円
の
余
剰
金
が
出
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
内
容
は
事
実
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

二
六



ま
た
、
余
剰
金
の
清
算
内
容
等
、
及
び
清
算
内
容
を
決
定
す
る
者
（
も
し
く
は
機
関
）
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い

た
い
。

�

収
入
の
内
訳
に
、
「
拠
出
金
」
、
「
協
力
金
等
」
と
あ
る
が
、
拠
出
金
、
協
力
金
そ
れ
ぞ
れ
が
示
す
意
味
と
内

容
に
つ
い
て
答
弁
願
い
た
い
。

「
協
力
金
等
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
等
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
示
す
の
か
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
答

弁
願
い
た
い
。

�

拠
出
金
及
び
協
力
金
等
の
内
容
に
つ
い
て
、
衆
議
院
議
員
、
参
議
院
議
員
並
び
に
地
方
公
共
団
体
の
議
員
及
び

長
は
含
ま
れ
て
い
る
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

処
理
委
員
会
は
、
衆
議
院
議
員
、
参
議
院
議
員
並
び
に
地
方
公
共
団
体
の
議
員
及
び
長
か
ら
、
公
職
選
挙
法

上
、
寄
附
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
団
体
と
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

公
職
選
挙
法
上
、
衆
議
院
議
員
、
参
議
院
議
員
並
び
に
地
方
公
共
団
体
の
議
員
及
び
長
が
処
理
委
員
会
に
寄
附

を
行
っ
た
と
し
た
場
合
、
そ
の
者
に
よ
る
寄
付
金
は
、
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
る
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

�

「
拠
出
金
」
に
応
じ
た
人
数
、
「
協
力
金
等
」
に
応
じ
た
人
数
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。

二
七



�

収
入
、
余
剰
金
及
び
、
余
剰
金
の
清
算
内
容
に
つ
い
て
は
、
今
般
の
北
海
道
警
察
に
よ
る
公
金
の
不
正
流
用
に

よ
り
、
公
金
の
あ
り
方
が
大
き
く
問
わ
れ
て
い
る
事
態
を
鑑
み
れ
ば
、
納
税
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
情
報
の
全
て

を
公
開
す
る
義
務
が
生
じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

公
開
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
期
及
び
方
法
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。

ま
た
公
開
を
し
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
答
弁
願
い
た
い
。

�

�
に
示
し
た
通
り
、
余
剰
金
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
処
理
委
員
会
の
収
益
と
し
て
税
務
申
告
す
べ
き
と
考
え

る
が
、
答
弁
願
い
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二
八


